
一般社団法人昭薬同窓会 自然災害見舞金規程  

  

（目的）  

第１条 この規程は、一般社団法人昭薬同窓会（以下「本会」という。）の正会員、特別会員、名

誉会員及び名誉特別会員（以下「正会員等」という。）が自然災害により被害を受けた場合

に、見舞金を支給するために必要な事項を定めることを目的とする。  

  

（災害見舞金専用口座の設置） 

第２条 本会は、この規程の目的を達成するために「災害見舞金専用口座」を設ける。  

  

（対象災害）  

第３条 見舞金の対象となる災害は、次の各号に掲げるものとする。  

（1） 風水雪害  

（2） 土砂崩れ、土石流及び地滑り  

（3） 地震  

（4） 火災  

（5） その他前各号に類する災害  

  

（見舞金の範囲）  

第４条 見舞金の支給の範囲は、次の各号に掲げるものとする。  

（1） 正会員等が居住する家屋  

 

（見舞金の額）  

第５条 見舞金の額は、被災年度において、1災害ごとに、かつ個別の正会員等ごとに積算する

ものとし、別表の定めによるものとする。  

２ 前項の規定にかかわらず、別表の見舞金額は、予算の都合上増減することができる。  

  

（見舞金申請資格）  

第６条 支部長、クラス代表及び部活クラブ代表は当該正会員等が災害による被災を受けた場 

 合、被災状況報告書（様式 1）に必要事項を記載の上、原則として被災年度内に本会に提出す 

 るものとする。  

 ２ 被害を受けた正会員等が申請することができる。  

 

（支給決定）  

第７条 見舞金の支給の決定は、理事会の承認を得て行うものとする。  

 

 

 

 



（支給方法） 

第８条 見舞金は、正会員等及び親族に対し直接支出する。 

 

（運営） 

第９条 この規程に定めのない事項については、理事会に諮り決定するものとする。  

  

（規程の改廃） 

第 10 条 この規程の改廃は、理事会の承認を得て行うものとする。 

  

附 則  

この規程は、制定の日から施行する。ただし、令和元年 ５月 １日に遡って適用する。 

（令和元年 ５月 １日制定）  

  

 

別 表 

      災害見舞金支給基準  

区分 要  件 見舞金額 

１  全壊・半壊 ３  万円 

２  一部損壊・床上浸水・床下浸水 ２  万円 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式 1 

 

被災状況報告書 

 

申  請  日    年     月    日（ ）     

申 請 者 名  

被災者との関係   支部長、  クラス代表、  部活クラブ、 被災者本人 

電 話      （     ）      

Ｆ Ａ Ｘ      （     ）      

e - m a i l  

 

被災者記載欄 

 

被災状況の欄には下記の割り振り番号を記載する。 

被害状況：1.全壊、2.半壊、3.一部損壊、3.床上浸水、4.床下浸水、 

被災者名 卒業年 住  所 被災状況 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 


